
個人町県民税（住民税）の概要 

 

１） 個人の町県民税（住民税） 

 

町県民税とは、「地域社会における様々な行政サービスの提供にあたって必要となる費用を、広く町民の皆さん

から、その所得等に応じて負担していただく」 という性格を持った税金です。 

群馬県に納める県民税は、税率の違いを除けば課税や納税の仕組みは町民税と同じであることから町民税と 

あわせて納めていただき、町を経由して県に納められます。 

 

２） 住民税の申告  

 

個人の町県民税は、適正に課税するために納税者から申告していただくことになっています。 

申告書の提出期限は、毎年３月１５日（土日祝日にあたる場合は翌開庁日）です。 

 ただし、以下に該当する方は申告不要です。  

 

■住民税の申告をしなくてもよい人  

（１）所得税の確定申告書を提出した人  

（２）前年中の所得が給与所得のみで、勤務先から町役場へ給与支払報告書が提出されている人 

   （３）前年中の所得が公的年金収入のみで、源泉徴収票に記載されている控除に変更がない方 

 

※給与所得の年末調整が済んでいて、かつ、給与以外の所得があり、その所得が２０万円以下の場合は 

確定申告の必要はありませんが、住民税の申告は必要となります。  

※公的年金等の収入金額が４００万円以下であり、かつ、公的年金等に係る雑所得以外の所得があり、 

その所得が２０万円以下の場合は確定申告の必要はありませんが、住民税の申告は必要となります。 

 

 

３） 納める人（納税義務者）  

 

個人の町県民税の納税義務者は、次のとおりです。  

納 税 義 務 者 納 め る 税 額 

町内に住所がある人 均等割額と所得割額の合計額 

町内に住所はないが、事務所、 

事業所または家屋敷がある人 
均等割額 

※町内に住所があるか、また事業所等があるかどうかは、賦課期日（毎年１月１日）の状況で判断します。  

【例】令和８年１月１日にみなかみ町に住所があれば、１月２日に転出しても、令和８年度町民税・県民税は 

みなかみ町に納めていただくことになります。 

 

 



４） 町県民税のかからない人（非課税となる人） 

 

■均等割も所得割もかからない人  

（１）生活保護法によって生活扶助を受けている人  

（２）障害者・未成年者・寡婦またはひとり親に該当する人で、前年の合計所得金額が１３５万円以下であった人 

 

【 所得１３５万円以下となる例 】  

給与収入金額 ： ２，０４３，９９９円まで 

６５歳以上の人の年金収入金額 ： ２，４５０，０００円まで 

６５歳未満の人の年金収入金額 ： ２，１６６，６６７円まで 

 

 

■均等割がかからない人  

前年の合計所得金額が次の算式で求めた額以下の人 

 

本人と控除対象配偶者および扶養親族を合わせた人数に２８万円を乗じ、１０万円を加算した金額 

（控除対象配偶者および扶養親族がいる場合、さらに１６万８千円を加算した金額）以下の人 

 

            

 

 

■所得割がかからない人  

前年の総所得金額等が次の算式で求めた額以下の人 

 

本人と控除対象配偶者および扶養親族を合わせた人数に３５万円を乗じ、１０万円を加算した金額 

（控除対象配偶者および扶養親族がいる場合、さらに３２万円を加算した金額）以下の人 

 

            
 

 

 

 

扶養人数 所得金額

なし ３８万円以下

１人 ８２万８千円以下

２人 １１０万８千円以下

３人 １３８万８千円以下

扶養人数 所得金額

なし ４５万円以下

１人 １１２万円以下

２人 １４７万円以下

３人 １８２万円以下



５） 税額の計算 

 

 

  

区分 町民税均等割 県民税均等割 森林環境税（国税） 合 計 
上乗せ前の均等割税額 ３，０００円 １，０００円  ４，０００円 

ぐ ん ま 緑 の 県 民 税 
（ 令 和 １ ０ 年 度 ま で ）         

    ７００円    ７００円 

森 林 環 境 税 ( 国 税 ）   １，０００円 １，０００円 
合  計 ３，０００円 １，７００円 １，０００円 ５，７００円 

 

※ぐんま緑の県民税（県民税７００円）は令和６年度以降の課税期間が５年間延長されました。 

※東日本大震災復興基本法に基づき、平成２６年度から臨時的に年額１，０００円（町民税５００円 ・県民税５００円）が賦課徴 

収されていたものが令和５年度をもって終了し、令和６年度から森林環境税（年額１，０００円）が賦課徴収されています。 

 

 

■所得割額【町民税６％ 県民税４％】 

所得税と同じく所得を基準として課税するもので、所得金額の計算方法は所得税と同一とされています。ただし、

市町村民税の性格等を踏まえ課税所得の範囲については、地方税法で特別な定めを設けるとともに、所得控除に

ついては、その内容及び控除額について所得税と異なるものとしています。 

 

 



６） 所得金額 

 

所得金額は、一般に収入金額から必要経費を差し引いて算出されます。なお、町民税は前年中の所得を基準に

して計算するため、例えば令和８年度の町民税は、令和７年中（令和７年１月１日～１２月３１日）の所得金額が基準

となります。  

★所得の種類と所得金額の算出方法 

所得の種類 所得金額の計算方法  
 

 
 

 
 

総

合

課

税 

給与所得 給料・賃金・賞与 収入金額－給与所得控除額－特定支出控除額 

雑所得 

公的年金等 公的年金等の収入金額－公的年金等控除額 

他の所得に当てはま

らない所得 
収入金額－必要経費 

事業所得 
農業、営業等の事業

により生じる所得 
収入金額－必要経費 

不動産所得 
地代、家賃、権利金な

ど 
収入金額－必要経費 

配当所得 株式や出資の配当 収入金額－株式などを取得するための借入金の利子 

総合譲渡所得 
自動車や機械等の財

産の譲渡 

短期譲渡所得の総収入金額－（取得費＋譲渡費用）

＋長期譲渡所得の総収入金額－（取得費＋譲渡費

用）－特別控除額 

一時所得 

生命保険満期返戻

金、懸賞当選の金品

など 

収入金額－必要経費－特別控除額 

利子所得 公社債・預貯金の利子 収入金額＝所得金額 

分

離

課

税 

分離譲渡所得 

土地や建物等の譲渡 収入金額－（取得費等＋譲渡費用）－特別控除額 

株式等の譲渡 総収入金額-（取得費＋委託手数料等） 

上場株式等の配当所得 株式や出資の配当 収入金額－株式などを取得するための借入金の利子 

山林所得 
山林を立木のまま、 

または伐採して譲渡 
収入金額－必要経費－特別控除額 

退職所得 退職金・一時恩給等 （収入金額－退職所得控除額）×１／２ 

 

【非課税所得】  

次のような所得は非課税所得として区分され、金額の多少に関わらず所得税や町県民税の対象になりません。 

①傷病者や遺族などが受け取る年金や恩給など  

②損害保険金、損害賠償金、慰謝料など  

③雇用保険の失業給付  

④宝くじの当選金品など 

 

 



７） 給与所得の計算 

給与所得については、必要経費にかわるものとして給与所得控除を収入金額から差し引くことになっています。 

給与所得控除額は、給与の収入金額に応じて次のように計算されます。２カ所以上から給与の支払いを受けた場

合は、合計した金額を収入金額として計算します。 

 

 
・給与収入の金額が 660 万円未満の場合は、実際には「簡易給与所得表」によって直接給与所得の金額を求めます。 

・給与収入の金額が 850 万円を超える方で、子どもや特別障害者等を有するなど、一定の要件に当てはまる場合は、 

所得金額調整控除額を給与所得から控除します。 

 

 

８） 公的年金の所得の計算 

公的年金等による雑所得は、収入金額から公的年金等控除額を差し引いて計算します。控除額は、年齢区分・

年金の収入金額に応じて次のように計算されます。なお、公的年金以外の合計所得金額が１，０００万円を超える 

場合は計算方法が変わりますので、詳細は役場税務会計課までお問い合わせください。 

 

 
・年齢は、前年の 12 月 31 日現在の年齢によります。 

・給与所得控除後の給与等の金額及び公的年金等に係る雑所得の金額があり、その合計額が 10 万円を超える場合、所得 

金額調整控除額を給与所得から控除します。 

 

 

 

控除額

１９０万円未満 ６５万円

１９０万円以上 ３６０万円未満 給与等の収入金額×３０％＋８万円

３６０万円以上 ６６０万円未満 給与等の収入金額×２０％＋４４万円

６６０万円以上 ８５０万円未満 給与等の収入金額×１０％＋１１０万円

８５０万円以上 １９５万円（上限）

給与収入金額の合計額

年齢区分 控除額

１３０万円未満 ６０万円

１３０万円以上 ４１０万円未満 公的年金等の収入金額×２５％＋２７.５万円

４１０万円以上 ７７０万円未満 公的年金等の収入金額×１５％＋６８.５万円

７７０万円以上 １，０００万円未満 公的年金等の収入金額×５％＋１４５.５万円

１，０００万円以上 １９５.５万円

３３０万円未満 １１０万円

３３０万円以上 ４１０万円未満 公的年金等の収入金額×２５％＋２７.５万円

４１０万円以上 ７７０万円未満 公的年金等の収入金額×１５％＋６８.５万円

７７０万円以上 １，０００万円未満 公的年金等の収入金額×５％＋１４５.５万円

１，０００万円以上 １９５.５万円

６５歳未満

６５歳以上

公的年金等の収入金額の合計額



９） 所得控除 

所得控除は、配偶者や扶養親族があるかどうか、また、病気や災害などによる出費があるかどうかなど、その納

税者の方の実情に応じた税負担を求めるために所得金額から差し引くこととなる金額です。主な控除の種類と計算

方法は次のとおりです。（所得税とは控除金額の計算が異なるものがあります。） 

 

★ 控除の種類と控除額の計算方法 

所得控除 要件 控除額 

雑損控除 
災害や盗難などにより資産に損害を受け

た場合 

次の①と②のいずれか多い方の金額                           

①（損害金額＋災害関連支出の金額－保険金等の額）－（総所得金額等の合計額×１０％）             

②（災害関連支出の金額－保険金等の額）－５万円 

医療費控除 

①医療費控除：医療費を支払った場合におい

て、その支払った医療費が一定額を超える場合 

②セルフメディケーション税制（医療費控除の特

例）：自己負担した対象の一般用医薬品等（OTC

医薬品）の購入費が一定額を超える場合 

①【最高２００万円】 

（１年間に支払った医療費の総額－保険金等の額）－１０万円または総所得金額等の５％の

いずれか少ない金額 

②【最高８８，０００円】 

（スイッチ OTC 医薬品の購入費－保険金などで補てんされる金額）－１２，０００円  

社会保険料

控除 

社会保険料（健康保険料、年金保険料、介

護保険料・後期高齢者医療保険料など）を

支払った場合 

前年中に支払った金額 

小規模企業共

済等掛金控除 

小規模企業共済等掛金や心身障害者扶

養共済の掛金を支払った場合 
前年中に支払った金額 

生命保険料

控除 

①生命保険契約等          

②個人年金保険契約等       

③介護医療保険契約等の保険料や掛金を

支払った場合 

①～③の契約ごとに計算した控除額の合計額（上限７万円） 

旧契約（平成２３年１２月３１日以前に契約）だけの場合 

支払保険料 控除額 

１５，０００円以下のとき 全額 

１５，０００円超え ４０，０００円以下 支払保険料×１／２＋７，５００円 

４０，０００円超え ７０，０００円以下 支払保険料×１／４＋１７，５００円 

７０，０００円超え ３５，０００円 

新契約（平成２４年１月１日以降に契約）だけの場合 

支払保険料 控除額 

１２，０００円以下のとき 全額 

１２，０００円超え ３２，０００円以下 支払保険料×１／２＋６，０００円 

３２，０００円超え ５６，０００円以下 支払保険料×１／４＋１４，０００円 

５６，０００円超え ２８，０００円 

旧契約と新契約の両方がある場合 

旧契約と新契約の控除額の合計（上限２８，０００円）か旧契約の控除額（上限３５，０００円）

のいずれか大きい金額 

地震保険料

控除 

居住用家屋や生活用動産を保険等の目的

とし、かつ、地震等を直接または間接の原

因とする火災等による損害により生じた損

失の額を補てんする保険金等が支払われ

る損害保険契約等に係る地震等損害部分

の保険料等を支払った場合 

①地震保険料だけの場合 

支払保険料 控除額 

５０，０００円以下 １／２ 

５０，００１円以上    ２５，０００円 

②旧長期（保険等の期間が１０年以上で満期返戻金があり、平成１８年１２月３１日までに締

結したもの）損害保険料だけの場合 

支払保険料 控除額 

５，０００円以下 全額 

５，００１円以上 １５，０００円以下 支払保険料×１／２＋２，５００円 

１５，００１円以上 １０，０００円 

③地震と旧長期の両方がある場合 

①と②で求めた金額の合計額 限度額２５，０００円 



 

配偶者控除 
配偶者の合計所得金額が５８

万円以下の場合 

３３万円                                             

老人配偶者（７０歳以上）の場合は３８万円 

配偶者特別控除 

合計所得金額が１，０００万円

以下の納税義務者が生計を

一にする配偶者で合計所得

金額が５８万円超１３３万円未

満の場合 

下段【配偶者特別控除早見表】参照 

扶養控除 

生計を一にする１６歳以上の

親族で、合計所得金額が５８

万円以下の場合 

一般の扶養親族の場合３３万円                         

特定扶養親族（１９歳以上２３歳未満）の場合４５万円            

老人扶養親族（７０歳以上）の場合３８万円 

老人扶養親族のうち、納税義務者またはその配偶者の直系尊属

で、同居している場合４５万円 

障害者控除 
本人、控除対象配偶者または

扶養親族が障害者の場合 

障害者１人に付き２６万円                            

特別障害者の場合３０万円                           

同居特別障害者の場合５３万円 

寡婦控除 

合計所得金額５００万円以下

の方で、夫と死別もしくは離婚

または夫の生死が不明かつ

扶養親族を有している場合 

２６万円 

ひとり親控除 

扶養親族である子を有する独

身の父母で、かつ、合計所得

金額が５００万円以下の場合 

３０万円 

勤労学生控除 

本人が勤労学生で、合計所得

金額が８５万円以下で、勤労

によらない所得が１０万円以

下の場合 

２６万円 

基礎控除 
合計所得２，５００万円以下の

納税義務者すべてに適用 
４３万円（合計所得金額２，４００万円以上から逓減） 

 

配偶者控除および配偶者特別控除額一覧 

 

900万円以下 900万円超950万円以下 950万円超1,000万円以下

（1,095万円以下） （1,095万円超1,145万円以下） （1,145万円超1,195万円以下）

３３万円 ２２万円 １１万円

３１万円 ２１万円 １１万円

２６万円 １８万円 ９万円

２１万円 １４万円 ７万円

１６万円 １１万円 ６万円

１１万円 ８万円 ４万円

６万円 ４万円 ２万円

３万円 ２万円 １万円

配
偶
者
特
別
控
除

　　５８万円超　  １００万円以下

　１００万円超　  １０５万円以下

１０５万円超　１１０万円以下

３３万円

３８万円

２２万円 １１万円

２６万円 １３万円

納税者本人（扶養する人）の合計所得金額
（給与所得のみの場合の収入金額）

（老人控除対象配偶者）

（控除対象配偶者）

１３０万円超　１３３万円以下

配偶者の合計所得金額

控　　除　　対　　象　　外

70歳未満

70歳以上

配
偶
者
控
除

５８万円以下

１３３万円超

１１０万円超　１１５万円以下

１１５万円超　１２０万円以下

１２０万円超　１２５万円以下

１２５万円超　１３０万円以下



１０）税額控除 

 【調整控除】  

国から地方への税源移譲に伴い生じる所得税と住民税の人的控除額（基礎控除、扶養控除等）の差額に 

基づく負担増を調整するため、前年の合計所得金額が２，５００万円以下の場合に所得割額から控除します。 

 

■合計課税所得金額が２００万円以下の場合  

ＡまたはＢのいずれか少ない金額の５％（町民税３％ 県民税２％）  

Ａ 所得税との人的控除額の差の合計額  

Ｂ 合計課税所得金額  

 

■合計課税所得金額が２００万円を超える場合  

ＡからＢを控除した金額の５％（町民税３％ 県民税２％） 

ただし５万円を下回る場合は、５万円の５％  

Ａ 所得税との人的控除額の差の合計額  

Ｂ 合計課税所得金額から２００万円を控除した金額 

 

 

 

 

 

 

住民税 所得税 人的控除の差

普通 ２６万円 ２７万円 １万円

特別 ３０万円 ４０万円 １０万円

同居特別 ５３万円 ７５万円 ２２万円

２６万円 ２７万円 １万円

－ － ５万円

２６万円 ２７万円 １万円

一般 ３３万円 ３８万円 ５万円

老人 ３８万円 ４８万円 １０万円

５８万円超

９５万円以下
３３万円 ３８万円 ５万円

９５万円超

１００万円以下
３３万円 ３６万円 ３万円

一般 ３３万円 ３８万円 ５万円

特定（１９歳～２３歳） ４５万円 ６３万円 １８万円

老人（７０歳以上） ３８万円 ４８万円 １０万円

同居老親 ４５万円 ５８万円 １３万円

－ － ５万円

税目

配偶者特別控除

障害者控除

基礎控除

勤労学生控除

配偶者控除

扶養控除

寡婦控除

ひとり親控除



【配当控除】 

対象となる配当所得がある場合、法人税と住民税の二重課税を調整するため、算出所得割額から一定の 

配当控除を行います。 （申告分離課税を選択した場合、配当控除は受けられません。） 

 

【寄附金税額控除】  

市区町村や県などの地方公共団体（ふるさと納税）、日本赤十字社支部等に対する寄附金を支出し、当該寄附金

の合計額が２，０００円を超える場合には､調整控除後の所得割の額から所定の算式で計算した金額を控除します。 

 

＜寄附金税額控除額の求め方＞  

控除額は次の基本控除額、特例控除額を合わせた金額になります。  

・基本控除額  

町民税＝（寄附金の合計額－２，０００円）×６％  

県民税＝（寄附金の合計額－２，０００円）×４％  

※寄附金の合計額は総所得金額の３０％が上限です。  

 

・特例控除額  

控除額＝（都道府県・市区町村への寄附金の合計額－２，０００円）×｛９０％－（０～４５％×１．０２１）｝  

うち町民税特例控除額＝控除額×６０％  

うち県民税特例控除額＝控除額×４０％  

※特例控除額は町県民税所得割額の２割が上限です。 

 

・申告特例控除額（ふるさと納税ワンストップ特例） 

確定申告が不要である給与所得者等が「ふるさと納税」を行う自治体に対し「寄附金税額控除に係る申告特例申

請書（ワンストップ特例申請書）」を提出すれば、その年分の確定申告等が省略できます。 

 

【外国税額控除】 

外国で所得税及び住民税に相当する税が課税されたときは、国際間の二重課税となるので、これを調整するた

めに一定の方法により県民税所得割、町民税所得割の順に控除されます。  

 

【配当割額控除額・株式等譲渡所得割額控除額】  

平成１６年１月１日以降に取引された一定の上場株式等の配当等（いわゆる特定配当等）又は源泉徴収口座に

おける株式等譲渡所得（いわゆる特定株式等譲渡所得）からはそれぞれ配当割・株式等譲渡所得割が特別徴収

（源泉徴収）され，原則として申告不要とされましたが，申告した場合には町県民税所得割額から配当割額・株式等

譲渡所得割を控除することができます。ただし，この場合には，特定配当等・特定株式等譲渡所得に係る所得につ

いて町県民税所得割が課税されます。 

 

【住宅借入金等特別税額控除（住宅ローン控除）】 

所得税において住宅ローン控除の適用を受ける方のうち、所得税から控除しきれない金額がある場合、翌年度

の住民税の所得割の額から控除する制度です。住民税がもともと非課税の方や、均等割のみ課税になる方は、住

民税の住宅ローン控除は適用されません。 

また、所得税から住宅ローン控除を全額控除できる場合や、住宅ローン控除を適用しなくても所得税が非課税の

場合は、対象になりません。 


